
自動車事故報告規則に規定する事故は０件であったが、バックする際の事故が１８件と

前年を上回り（前年比１２．５％増）目標を達成することが出来なかった。

令和３年度　　令和３年４月１日～令和４年３月３１日

令和 ２年度結果　：　目標未達成

・　わが社の事故に関する情報
令和 ２年度　　　　　　　自動車事故報告規則第２条に規定する事故　０件

会社名 株式会社　大阪西物流 代表者名 代表取締役　農頭　　了

令和 ２年度実績　：　自動車事故報告規則に規定する事故…０件　　バックする際の事故…１８件

安全会議等職場ミーティングでの周知。

点呼を通じての周知。

・　わが社の安全に関する反省事項

今年度も計画を見直し、目標達成に向け取り組みを実施する。

・　反省事項に対する改善方法
基本動作の徹底及び構内ルールの厳守。

運転者に対する指導･教育体制の見直し。　　各営業所間の連携の強化。

各営業所での周知体制の見直し。　　　　　　　管理者に対する教育の充実。

・　わが社の安全に関する目標達成状況
令和 ２年度目標　：　自動車事故報告規則に規定する事故…０件　　バックする際の事故…前年比３０％減

令和元年度実績　：　自動車事故報告規則に規定する事故…０件　　バックする際の事故…１６件

事故発生時、社内・営業所での掲示。

年間６回（２ヶ月に１度）の幹部会議及び各種会議等での安全研修の実施。

各営業所・部署での安全衛生小委員会活動を通じての全従業員への周知徹底。

・　安全方針に基づく目標
自動車事故報告規則に規定する事故　…　ゼロ

バックする際の事故　…　前年比２０％減

・　目標達成のための計画
構内でバックする際は、下車して目視による安全確認の徹底。

バックする際は、常に人の歩くスピードで実施。    バックアイカメラを過信しない。

営業所間で連携をとり現場巡回を実施し安全指導及び教育を強化。

・　わが社における安全に関する情報交換の方法

社内 ・営業所への掲示　　社内報「報・連・相」での周知。

・　わが社の事故防止のための安全方針
「輸送の安全」が最も重要であることを自覚し、法令順守はもとより安全に関して継続的

改善を行い、「人と社会にやさしい運転」を実践し、事故撲滅にむけ積極的に取り組みを

実施する。

・　社内への周知方法

わが社の輸送安全マネジメントの取り組みわが社の輸送安全マネジメントの取り組みわが社の輸送安全マネジメントの取り組みわが社の輸送安全マネジメントの取り組みわが社の運輸安全マネジメントの取り組み


